
 

 

第３章 公共施設の再構築に向けた基本的方向性 

 この章では、前章で示した基本理念を踏まえ、①配置（どこにあるべきか）、

②機能（どのような機能があるべきか）、③整備・運営手法（どのように整備・

運営すべきか）、④担い手（誰が担うべきか）の４つの観点から、中長期的な公

共施設の再構築に向けた基本的な方向性を掲げます。 

 

                               
                                    

○ 今後は、単身高齢者が増加する中で、自家用車を利用できない市民も増

加していくことが見込まれることから、市内の公共交通ネットワークを生

かし、誰もが住み慣れた地域で、日常生活に支障なく安心して暮らしてい

ける「歩いて暮らせるまちづくり」が必要です。 

 

○ また、近年では、地域における人間関係の希薄化などが指摘されている

ほか、市民の意識や価値観、さらには生活様式の様々な変化に伴い、地域

における課題も複雑・多様化していく傾向にあることから、その解決を図

っていくためには、地域のつながりを深め、地域コミュニティを活性化し

ていくことが必要です。 

 

○ こうした状況を踏まえ、郊外住宅地などでは、身近な生活圏域を範囲と

した小規模なコミュニティエリアを形成し、その拠点となる施設に地域に

必要な機能を集約することで、地域コミュニティの醸成が図られるととも

に、多くの市民が訪れる地下鉄やＪＲの駅周辺などの拠点においては、生

活を支えるより高度な都市機能や居住機能を集約することで利便性を向上

させるといったそれぞれの都市空間に相応しい施設配置を行います。 

 

○ さらには、市内の各地域と拠点をつなぐ公共交通網や、各地域と拠点そ

れぞれで提供される異なるレベルの機能が相互に連携することで、生活利

便機能は歩いて移動できる範囲において、また、中核的・高次な機能は地

域交流拠点において、全ての市民が利便性を享受できる集約連携型の施設

配置が実現します。 

 

 

 

 

 

方向性１ 集約連携型の施設配置 
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○ 現在の各種公共施設の諸室等の構成を見ると、公共施設が持つ機能とは、

「様々な活動等を行う場の提供」と「行政サービスの提供場所」の大きく

２つに分類されます。その内容は、主に「会議スペース」、「交流スペース」、

「運動スペース」、「図書スペース」、「文化活動スペース」、「生活スペース」

などのいわゆる「場」の提供と、「行政サービス」や「福祉サービス」など

の「サービスを提供する場」から構成されており、現在の公共施設は、そ

の組み合わせにより成り立っていると言えます。 

 

○ 前章で触れた「施設維持」から「機能重視」へという考え方を踏まえる

と、複数の異なる目的の施設を１つの建物にまとめ、共用部分や重複する

居室を共有化する「複合化」や、施設の用途を限定せず、曜日や時間帯等

を区切りながら複数目的のために使用する「多目的化」などの手法を用い

て、１つの施設を多機能化することで、地域に必要な機能を効率的に維持

するにとどまらず、より効果的な活用が可能になります。 

 

○ また、各施設が持つ共通の機能を統合したり、異なる機能を集約するこ

とによって、これまで異種の公共施設を利用していた多様な市民の交流が

生まれ、特に多世代交流など利用者同士の交流によって、相互の見守りや

地域課題の共有など地域コミュニティのさらなる深化につながるような新

たな効果が創出されることが期待されます。また、公共施設は防災拠点と

しての機能を併せ持つことから、日常的な交流により、災害時における円

滑な避難所運営にもつながります。市民アンケートの結果においても、

74.5％の方が公共施設を複合化することに「賛成」と回答しています。 

【図 13 「歩いて暮らせるまちづくり」のイメージ】 

方向性２ 施設の多機能化 
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○ しかし、単純に複数の施設を合築するだけでは、利用者の利便性が低下

することも考えられ、複合化による相乗効果が期待できないこともありま

す。効果的・効率的な複合化さらには多機能化を進めるにあたっては、新

たな効果が生み出されるような施設づくりと従来の管理ルールに捉われな

い柔軟性のある施設マネジメントという視点が不可欠です。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 14 施設の多機能化のイメージ】 

 

【図 15 市有建築物に関する市民アンケート（抜粋）】 

複合化に賛成

74.5%

複合化に反対

3.6%

わからない
18.5%

不明

3.3%

公共施設を複合化することについて、どのように思いますか。
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(1) 画一的な配置基準の見直し 

 

○ 札幌市がこれまで整備してきた公共施設の中には、一区一館、もしくは

一地区一館といった画一的な配置基準によって、すべての行政区や地域に

対して均等に施設配置を進めてきたものも多くあります。 

 

○ しかし、人口の将来見通しを踏まえると、今後はますます行政区ごとに

人口構造が異なっていくことにより地域課題も多様化していくことが見込

まれます。また、類似施設の配置状況で見たとおり、公共施設の周辺には、

民間を含め類似機能を持った施設が多数配置されています。 

 

○ また、利用・コスト評価で見たとおり、コミュニティ施設、運動施設、

図書館など同じ用途の施設であっても、同一用途内の施設間で面積当たり

の利用者数やコストにはバラツキが見られるものがあるなど、施設ごとに

状況が異なっています。 

 

○ そのため、今後は、こうした客観的な指標や、地域特性を考慮した上で、

施設の位置、規模、機能に柔軟性を持たせていくなど、画一的な配置基準

に捉われず、人口構造や、民間施設の配置状況といった地域の実情に応じ

て、公共施設の配置基準を変えていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 施設総量の見直し 

 

○ 本格化する更新需要を踏まえると、現在保有する公共施設全てを同規模

で維持し続けることは困難です。市民アンケートの結果でも、８割以上の

方が現在ある公共施設の総量を減らすべきと考えています。 

方向性３ 将来の環境変化に対応した柔軟な整備・運営 

【図 16 札幌市の公共施設の配置基準】 
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○ また、戦略ビジョンにおいても、複合的利用などを進めることで、施設

総量を抑制しつつ、市民の利便性を高める工夫をしていく旨うたわれてい

ることから、今後は、人口構造や市民ニーズに合わせて、施設量を柔軟に

見直していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行政窓口

会議スペース

交流の場

健康づくりの場

競技を実施できる場

図書の貸出・閲覧サービスの場

文化活動の場

介護福祉サービスを提供する場

子育て支援の場

放課後の居場所

公的賃貸住宅

現状のままで

良い

増やすべき

減らすべき

わからない

不明

それぞれの公共施設の機能について、提供する施設量の増減をどのようにしたら良いと思いますか。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

同種の施設と比較して、施設が利用されているかどうか

同種の施設と比較して、運営にかかる費用が高いかどうか

他の公共施設と機能が重複している（使われ方が同じ）かどうか

民間施設と機能が重複している（使われ方が同じ）かどうか

わからない

その他

不明

どのような観点から公共施設を取捨選択するのが良いと考えますか。 

2.6%2.7%

65.6%

16.6%

6.4%

0.8%
5.4%

現在ある公共施設の建替え・維持だけでなく、施設を新築して増やすべき
現在ある公共施設はすべて、建替え・維持していくべき
現在ある公共施設の中から取捨選択したうえで、建替え・維持していくべき
公共施設の総量を削減するべき
わからない
その他
不明

【図 17 市有建築物に関する市民アンケート（抜粋）】 

今後、公共施設の整備をどのように進めていくべきと考えますか。 
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(3) 柔軟な建築手法 

 

○ 公共施設の耐用年数（非木造 60 年、木造 45 年等）が経過する間には、

市民のニーズやライフスタイル、価値観などが変化していくことが想定さ

れることから、施設を更新する際には、市民ニーズの変化に柔軟に対応で

きる建築手法を取り入れていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 効果的・効率的な施設運営 

 

○ 公共施設のあり方を考える際には、施設の配置や整備の面だけではなく、

効果的・効率的な管理運営の側面についても配慮する必要があります。 

 

○ 公共施設は市民が利用するものであるという原点に立ち返ると、利用者

の利便性など公共施設によるサービスの質を評価することや、特に複合施

設では管理運営の縦割りを排することなどにより、より多くの市民が利用

したくなるような利用者の視点に立った施設運営を行います。 

 

○ さらに、市民アンケートの結果を見ると、過去１年間における公共施設

の利用状況について、ほとんどすべての公共施設で「利用しなかった」と

回答した方が６割を超えています。公共施設サービスは、限られた財源の

中で提供されており、施設を利用する機会の少ない市民の納得が得られる

よう公平性の確保が必要なことから、施設の利用料金や使用料などの受益

者負担と税による負担とのバランスにも配慮します。 

 

【図 18 柔軟な建築手法の例】 

【スケルトン・インフィル方式】

建物の柱や骨組みで構造を支え、仕切り壁などは簡易なものにすることに

より、必要に応じて、部屋の大きさや形を変更できる方式

【インフィル】【インフィル】【インフィル】【インフィル】

内装・間仕切り・設備等

【スケルトン】【スケルトン】【スケルトン】【スケルトン】

柱・梁・壁・床の構造躯体
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(1) 民間による施設サービスの提供 

 

○ 市民アンケートの結果では、行政施設と類似する機能を持つ民間施設が

ある場合に行政が施設を保有せず、その役割を民間に任せることについて

「賛成」と答えた方が７割近くいるほか、その場合に補助金の交付等によ

り行政が民間施設を支援することについて６割強の方が「賛成」と答えて

います。 

 

○ また、現在、公共施設が提供するサービス分野においても、民間施設に

よる類似サービスの提供が進んでおり、すでに民間と競合している分野も

あることから、今後は、行政が建物を保有せずに民間による施設サービス

を促進するといった民間活力を活用していきます。 

 

○ こうした活用を進めることで、これまでのように、必ずしも地域が必要

とする機能全てを公共施設が担うのではなく、地域の実情に応じて、民間

事業者やＮＰＯ、地域の団体等を含めた多様な主体により、地域が必要と

する機能を提供していくことが可能となります。 

 

【図 19 市有建築物に関する市民アンケート（抜粋）】 

過去 1年間に札幌市の公共施設をどのくらい利用しましたか。 

【方向性４】「多様な主体による施設サービスの提供」 方向性４ 多様な主体による施設サービスの提供 
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○ 今後は、超高齢社会の到来により、単身高齢者の増加が見込まれること

から、身近な場所で気軽に交流できたり、運動・健康づくりを手軽にでき

るなどのニーズの高まりが想定されます。こうした状況の中、人口減少に

伴いこれまで以上に増加する空き家や空き店舗等や、元気な高齢者などの

地域の社会資源を有効活用していきます。 

 

○ さらに、地域が必要とする機能の提供を民間が担う場合には、事業の継

続性を担保するため、民間に施設運営のインセンティブを与える仕組みも

合せて検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 公共施設運営への市民参加 

 

○ 公共施設においてサービスの提供を行う場合であっても、地域住民がコ

ミュニティ施設を自主運営するなど、市民が利用者としての立場を超えて、

コミュニティ全体の利益を考えるという視点から施設運営に参加していく

仕組みとともに、民間事業者やＮＰＯなど、多様な主体が施設の企画・運

営について提案できる仕組みを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛成

66.7%

反対

9.8%

わからない
18.7%

不明

4.8%

公共施設と類似する機能を持つ民間施設がある場合、行
政が施設を所有せず、その役割を民間施設に任せることに
ついて、どのように思いますか。

賛成

63.8%

反対

14.5%

わからない
16.6%

不明

5.1%

公共施設と同じ料金で利用できるよう、補助金の交付など

により、民間施設を補助することについて、どのように思いま

すか。

【図 20 市有建築物に関する市民アンケート（抜粋）】 
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